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２．対象・目的・内容
小規模特認校である双葉小学校の教育の活性化を図るため、校区外より小規模

年

特認校に通学する児童に対し、通学
のための便宜を供与し、市内の特色有る教育の推進と、該当地域の教育環境の維持に資する。

事 業 概 要

校区外より小規模特認校に通学する児童に対し、通学のための便宜となるスクールバ

度

スを運行する。
事業の対象

（誰・何を）

小規模特認校制度を活用して、双葉小学校に通学する児童等に対して遠距離通学等における身体的な負担を軽減す
事業の目的 るために、スクールバス運行を行う.

（どういう状態

にす

　

るために)

市の公用車として車両を取得し、運行管理業務については委託する。登校時及び下校時に市内小学校４校区（西脇
事業の内容 ・重春・比延・黒田庄）を結ぶルートを基本として西脇市教育委

１

員会が定めるルートを

当

．

運行する。
（どういう

事

内容

を行うのか)
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の理解が得られるかは疑問が残る。

価 　これまで入学した児童はスクールバスの利用を前提として申し込んでおり、直ちに廃止することは適切ではない
が、平成33年度に実施予定の公共交通網再編と併せて抜本的な見直し

事

を検討する必要がある。

業の概要説明

５．事業の実績・目

書
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小規模特認校制度を活用して校

度

区外から通学する児童が増えたことにより、当初の目的であった複式学級が一部解
実績・成果 消された。

等 の 説 明

６．評価
評 価 事業の優先度(緊急性) 4 事業の必要性 1 実施主体の妥当性 3

１ ポイント 直接のサービスの相手

　

方 1 受益者負担の適切さ 2 市民ニーズの把握 5
事 業 の 継続実施

次 総合評価
平成29年度はスクールバスの定員13名のところ、利用希望者が13名であったため全員の利用が可能となったが、今

評 後利用希望者の増加が見込

当

まれている。しかし、今後新規にスクールバス等を購入し、利用者を増やす予定はない

説 明 。平成31年度の小規模特認校入学希望者については、自力送迎での通学を条件に募集している。
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評 価 事業の優先度(緊急性) 2

初

事業の必要性 1 実施主体の妥当性 3

２ ポイント 直接のサービスの相手方 1 受益者負担の適切さ 2 市民ニーズの把握 1
事 業 の 抜本的見直し

次 総合評価
　小規模特認校である双葉小学校へ校区外の児童が通学するため、無償でス

予

クールバスを運行する事業である。

評   児童一人当たり年間約22万円の経費がかっているが、県内の他の小規模特認校では、保護者の責任と負担におい

説 明 て通学できることを入学の条件としていることから、市民全体


